
資格確認書と資格情報のお知らせの違い 

＜資格確認書＞ 

資格確認書が必要な方やマイナ保険証を利用していない方等に発行されます。 

有効期限があります。（最長 5年間） 

医療機関等に提示することで、これまで通り医療にかかることができます。 

【資格確認書】 

 

 

＜資格情報のお知らせ＞ 

資格情報のお知らせは、新たに船員保険に加入されたすべての方に発行されます。マイナ保険証が利用

できない医療機関等において、マイナ保険証と併せて提示することで保険診療を受けられますが、資格

情報のお知らせのみで受診することはできません。 

 

【資格確認書】 

 

＜記載内容＞ 

氏名、記号・番号、枝番、保険者番号・保険者名、 

資格取得日など 

＜目的＞ 

ご自身の資格情報の確認のため。 

≪いつ必要？≫ 

顔認証付きカードリーダーの不具合などの何らかの事情で、 

医療機関等の窓口でのマイナ保険証による受付が上手くいかな

かったときに、マイナンバーカードとともに提示することでスムーズ

に保険診療を受けることができます。 

お子様など自治体での医療費助成の申請時など健康保険への

加入資格の確認書類としても使用できます。 

＜注意点＞ 

マイナ保険証とダブルで保有することはできません。 

 

●マイナ保険証を保有しているかわからない場合は、 

マイナポータルより確認できます。 

 

 


